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第４節 景観形成による魅力ある地域づくり 

 

  施策の展開 

 

 (1) 景観形成の総合的推進 
ア 景観の状況 

   県内には、都市や農村などで、地域の生活風景と一体となった良好な景観が多数存在している。 

   また、世界遺産に登録された「日光の社寺」をはじめ、史跡や名勝にも恵まれている。 

   街路や公共施設、市街地の整備などに合わせて、美しい街並みの形成が進められている一方、

建物の高さや色調等の不統一、張り巡らされた電線や派手な広告物等の景観上の問題も生じてい

る。 

                                               

 イ 「景観法」等に基づく良好な景観の形成 

   “とちぎ”の自然・都市・農山村等の地域 

  特性を生かした良好な景観の保全と創造を図

るため、「景観法」や「栃木県景観条例」に

基づき、良好な景観の形成を推進している。 

 

 ウ 景観計画の策定の促進 

   市町に対して、景観アドバイザーの派遣、 

  景観行政研究会及び栃木の景観づくり連絡 

  会議による情報提供等を行うことにより、 

  地域特性を生かした景観計画策定の促進を 

  図っている（表２－５－24）。 

     

 

  市町名   

 

景観行政団体 

となった日 

景観計画 

策定日 

景観計画 

施行日 

宇都宮市    16(2004).12.17 

（中核市） 

19(2007).９.28 

 

20(2008).１.１ 

 

日光市    17(2005).１.16 20(2008).４.１ 20(2008).８.１ 

小山市    17(2005).10.４ 19(2007).10.25 20(2008).４.１ 

那須町    17(2005).12.20 20(2008).３.６ 20(2008).４.１ 

足利市    20(2008).３.１ 21(2009).12.24 22(2010).10.１ 

高根沢町  20(2008).３.31 23(2011).８.23 24(2012).４.１ 

那須塩原市 20(2008).４.１ 21(2009).４.１ 22(2010).４.１ 

佐野市  21(2009).３.31 23(2011).11.22 24(2012).４.１ 

鹿沼市 23(2011).７. 1 26(2014).７.31 27(2015).４.１ 

栃木市 24(2012).４. 1 26(2014).10.30 27(2015).４.１ 

さくら市 26(2014).４. 1 29(2017).４.５ 30(2018).４.１ 

真岡市 30(2018).４. 1 R1(2019).11. 1 R2(2020).４. 1 

下野市 31(2019).４. 1 R4(2022).２. 1 R4(2022).７. 1 

矢板市 R2(2020).４. 1 R4(2022).11. 1 R5(2023).４. 1 

 市貝町 R3(2021).４. 1 策定中  

 

 (2) 良好な都市景観の保全と創造 
ア 街路等の整備 

都市の骨格を形成する幹線道路等の都市活動を支える道路網の整備を積極的に推進している。

特に都市計画道路大通り（宇都宮市）、小山栃木都賀線（栃木市）等の主要放射・環状道路の整

備を推進している。 

   また、道路空間の有効活用、都市景観の向上、都市防災機能の改善等を図るため、都市計画道

路おもちゃのまち下古山線（壬生町）、前橋水戸線ほか１路線（佐野市）等の無電柱化を推進し

ている。 

   なお、街路樹の植栽は、都市美観構成上の一要素として重要なものであると同時に、県民に緑

陰の提供、防じん、防風、防煙の効果、火災の延焼防止、都市生活者の疲れた神経の緩和作用及

び植物の同化作用による空気の清浄化、涼化作用等の一面を担っている。 

 

イ 地区計画等の活用 

建築物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かく定め、都市に生活する人たちの身近な生活

環境の保全・整備を図るため、市町村が策定する地区計画が、令和４（2022）年度は「宝木本町

１ 

表２－５－24 県内市町の景観法の施行状況 

      （令和５（2023）年４月１日現在） 
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仁良塚タウン（宇都宮市）」をはじめ３地区で策定された。 

  令和４（2022）年度末現在地区計画策定状況  20市町 179か所 

 

 (3) 歴史的・文化的景観の保全 
ア 歴史的景観の保全・復元の促進 

   歴史的・文化的価値が高く、ふるさとのシンボルとして県民に親しまれている貴重な文化財

を未来に引き継ぐため、建造物保存修理事業や防災施設整備事業等に対し支援している。 

   令和４（2022）年度においては、足利市最勝寺が所有する県指定有形文化財（美術工芸品）

「木造毘沙門天及び両脇侍像」や那須町にある国指定重要文化財（建造物）「三森家住宅」の保

存修理事業等に対し助成した。 

 

 イ 日光杉並木街道の保護 

日光杉並木街道の恒久的保全のため、保護用地の公有化を進めるとともに、杉並木樹勢回復事

業を推進している。杉の根の土壌流出を防止し、樹勢の回復を促すため、日光杉並木街道内に総

延長約13kmの木柵を設置しており、近年は設置済木柵の腐食による倒壊を防ぐために木柵の改修

工事を順次行っている。 

   また、並木内の通過交通による影響の軽減を図るため、通行車両の迂回路となるバイパス整備 

を推進している。 

 

ウ とちぎふるさと街道整備事業 

   平成２（1990）年４月に「とちぎふるさと街道景観条例」を施行し、同年６月に条例に基づき

那須・塩原街道景観形成地区を指定し、平成12（2000）年12月に指定地区を拡張した。ここでは、

工作物の設置や木竹の伐採等に対し街道景観形成基準に基づいた指導を行い、「みどり豊かな栃

木県」のイメ－ジにふさわしい街道景観の形成を図っている。 

   街道景観形成地区内の特に景観形成上必要がある土地については、栃木県自然景観保全基金等

による買い取りを実施するとともに、取得した土地の下草刈等を行い、適正な管理に努めている。 

   さらに、平成13（2001）年度に創設した「とちぎふるさと街道景観里親制度」により、７団体

を街道景観形成地区において景観形成のための活動を行う団体（里親団体）として認定しており、 

これらの里親団体が行う活動に対し助成を行っている。 

こうした取組により、優れた街道景観の形成が図られるとともに、地域における景観保全意識

の向上につながっている（表２－５－25）。   

 

表２－５－25   とちぎふるさと街道景観里親団体一覧 

団 体 名 称 認定年月日 活 動 区 域  活 動 内 容 

那須町立高久小学校児童会 13(2001).11.27 那須街道 苗木の手入れ、街道沿いの清掃等 

那須町田代自治公民館 15(2003).３.12 那須街道 街道沿線にある花壇の手入れ等 

那須高原クロスロード振興会 19(2007).10.17 那須街道等 下草刈り、清掃等 

那須Ｅーとも 19(2007).12.12 那須街道 下草刈り、清掃等 

那須の道を美しくする 

         100人の会 

20(2008).７.11 

 

那須街道 

 

下草刈り、清掃等 

 

湯本地区地域づくり委員会 24(2012).４.18 那須街道 下草刈り、清掃等 

那須町商工会那須高原支部 30(2018).３.22 那須街道 下草刈り、清掃等 

 

エ 農村景観の保全に向けた取組 

生態系・景観に配慮した「農村振興総合整備事業」や「多面的機能支払制度」を活用した各地

域の取組等により、豊かな自然環境と美しい農村景観の保全が図られた。 

 


